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１ 業務名

赤碕中学校区小中学校教職員用パソコン他リース業務

２ 業務の目的

赤碕中学校区小中学校教職員用のパソコン、サーバー、及びプリンター等を更新する。

３ 品名及び数量

赤碕中学校区小中学校教職員用パソコンシステム 一式

別紙「機器性能･構成表」①から⑧のとおり

４ 機器性能

別紙「機器性能･構成表」①から⑦のとおり又は同等品

５ ネットワーク構成

別紙「機器性能･構成表」⑩のとおり

６ 業務期間

本業務一式にかかる提供は、賃貸借によるリース契約とする。

契約期間：令和５年７月１日から令和１０年６月３０日まで（６０ヶ月）

（地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約）

７ 設置条件

（１）納入期限 令和５年６月３０日

（２）納入場所：赤碕中学校、赤碕小学校、船上小学校

（３）その他の条件

・ 教職員用パソコンシステムが全て使用可能な状態に調整すること。

・ 納入、設置の際に発生する梱包材を回収・処分すること。

・ 納入、設置、梱包材の回収・処分のために要する費用は、受注者の負担とする。

８ 支払条件

別途本町担当者が指示する請求書の提出により、月ごとに前月の使用に係るリース料を

支払う。



９ 納入方法

本入札に係る借入物品の納入は、以下の手順により行うこと。納入にあたっては、機器

等の搬入・据付け・結線・事前設定・調整等に関して、本町担当者の指示に従うとともに

必要に応じて協議すること。

（１）事前設定・調整

・ 別紙「機器性能･構成表」⑨に示す設定作業により設定・調整をおこなうこと。

・ この際の作業に伴って使用する消耗品等に要する費用、その他借入物品の円滑な運用に

必要な作業に係る費用は受注者の負担とする。

（２）ソフトウェアのインストール

・ 全てのコンピューターについて、ＯＳをはじめとする全てのソフトウェアを運用に沿っ

た形でインストールし、必要な設定・調整をすること。

・ ソフトウェア製造元が公式に公開している修正プログラムは、納入時における最新のも

のをインストールすること。

・ 契約期間中にソフトウェア製造元が公式に公開した修正プログラムは、教職員用パソコ

ンシステムの動作を確認の上、インストールすること。

・ 既存(製品名：ウイルスバスター)のウイルスチェックソフトをインストールすること。
・ 詳細については、導入時に本町担当者の指示に従うとともに必要に応じて協議すること。

８ 検査

（１）借入物品の納入完了後、借入開始日までの間に納入検査を行う。

（２）納入検査において、合格と認められないときは、受注者は本町担当者の指定する期

日までに物品の取り替え又は補正を行うこと。

９ 保守

（１）本入札に係るリース契約には、借入物品の保守を含む。具体的な保守借入物品及び

保守委託業務内容は、別紙「機器性能･構成表」①から⑤に記載の「保守」に従うこと。

（２）障害発生などの連絡があった場合に迅速な対応が可能な保守拠点を確保し、以下の

対応を行うこと。

・ 連絡を受けた日の翌営業日までに訪問し、点検・修理すること。

・ やむを得ない事情で翌営業日までに訪問できない場合には、電話連絡などで日程を調整

すること。

・ 部品調達など修理に日数を要する場合には、その理由について十分な説明を行うこと。



（３）保守拠点は、受注者の直営でなくても受注者の要請に基づいて障害対応に出動する

旨の契約を締結していることを証明できる保守会社であれば可とする。

なお、受注者は借入物品の引渡し後契約期間中は、主要な機器の保守部品を確保する

こと。

１０ 妨害又は不当要求に対する届出義務

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等

で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求

する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、

態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、

町へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。

（２）受注者が（1）に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又
は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約の相手方としない措置を講

じることがある。

１２ その他

（１）機器の動作条件

・ 本仕様書に記載がなくても、本システムの構築・動作確認に必要となる消耗品類につい

ては、受注者の負担により提供すること。

（２）入札に参加する場合の注意事項

・ 別紙「機器性能･構成表」に掲載されている機器の廃棄が発生する場合には、同等ある

いは同等以上の機能を有する代替品（カタログ可）を提示し、同等あるいは同等以上の

機能を有する代替品かどうかの審査を受けること。

（３）機器操作等に関する指導・相談

・ 受注者は借入物品の引渡し後契約期間中は、全ての借入物品の操作等について不明な点

や疑問点の相談に対して適切な指導を行うこと。

（４）契約期間中であっても予算の減額又は削減があった場合は、受注者と協議の上、契

約を変更又は解除することができる。

（５）リース期間終了後は、全物件について琴浦町に無償譲渡するものとする。


